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「暮らしを支える避難所」のあり方に関する基本的な考え方「暮らしを支える避難所」のあり方に関する基本的な考え方

避難所での避難生活が長期化した場合 一般の避難者はもちろんのこと 高齢者や障がい者

【避難所での生活上の課題】

慣れない生活でのストレス等

避難所での避難生活が長期化した場合、 般の避難者はもちろんのこと、高齢者や障がい者
を含め、円滑に避難所生活を送れるような体制を検討する必要がある。

避難所

公共施設 ・慣れない生活でのストレス等

・今後の生活再建に対する不安

・他の避難者等との関係

公共施設

避難生活の長期化

避難所…自宅もしくは仮設住宅に入居できるようになるまでの間、

物資や炊き出し等の提供を受けながら過ごす施設

他の避難者等との円滑な関係を保
ちながら、できるだけ快適に過ごすた
めには、どうしたらよいか…

一人一人が自分のことは自分でするのは基本としつつ、避難所での生活は共同生活であることか
ら、避難所の運営業務を協力して行うことが必要。

【避難所の運営業務（例）】

情報提供、食事の配膳、 物資の配付、ごみの管理、清掃、
手助けを必要とする人の把握、避難者の要望の集約等

避難者の班編成、役割分担及び避難者・ボランティア・職員間のミーティング等を通じ
た連携により、避難所運営を円滑に行う体制を構築するための具体的な方法について、
災害対応マニュアルに掲載する。
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自宅にいる時は 支障なく日常生活を送ることができたものの 避難所という慣れな

避難所において特別な配慮を要する避難者への対応に関する考え方避難所において特別な配慮を要する避難者への対応に関する考え方

自宅にいる時は、支障なく日常生活を送ることができたものの、避難所という慣れな
い空間において、自力で日常生活を送ることが困難であるため、特別な配慮が必要と
なる人への対応を検討する。

検討のポイント

① 特別な配慮が必要な人の範囲

② 上記の人が、避難所に避難してきた場合の対応② 上記の人が、避難所に避難してきた場合の対応
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避難 何

【開設時期：避難準備情報発令後】
（当日～１・２日）

【開設時期：災害発生後】
（発生～７日以内）

避難所において特別な配慮を要する避難者への対応に関する考え方避難所において特別な配慮を要する避難者への対応に関する考え方

◆避難所において、何らかの
特別な配慮を要する者 ■介護サービス事業所

災害時要援護者の緊急受入れ
※今後福祉避難所の開設に関する
協定の締結が必要

（当日～１・２日） （発生～７日以内）

災害時要援護者

その他の要援護者

協定の締結が必要

■障がいサービス事業所
※今後福祉避難所の開設に関する
協定の締結が必要

災害時要援護者
・避難行動要支援者
・情報伝達要支援者

その他の要援護者 協定の締結が必要

■第１次避難所
・スペース、物資等の配慮あり
（間仕切り、要援護者食料等）

※災害時要援護者に該当し
ないが一定の介助等が必要
な高齢者、障がい者）

避難者の状態により支援先を振分

（間仕切り、要援護者食料等）
・介助職員等の人的支援なし

→家族がいる人は、まず家族が支援
単身の人は、他の避難者が歩行の
介助を手伝う等の助け合いが必要

乳幼児・妊婦

※今後、訪問系事業所と介助人員
支援に関する協定の締結を検討

介助を手伝う等の助け合いが必要

■第２次避難所
※物資面では第１次避難所の方が

充実（介助職員等の人的支援なし）

※事業所へ入所する
以外の人は、第１次
避難所に集約

一般の避難者と同様の対
応とし、授乳やオムツ替え等
必要な場合に間仕切りや別

避難所に避難できない人

室を利用し対応する。

１ 介護・障がいサービス利用者等は、ケアマネージャーが事業所
のサービス利用も含めて対応する。

２ その他の避難者については、担当課が地域包括支援センター

5

避難所に避難できる人

避難所での生活が困難な人

その他の避難者に ては、担当課が地域包括支援センタ
等の関係機関と連携し、対応する。

→自力で避難所での日常生活を行うことが困難な人については、
専門の施設への入所等で対応する。
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避難所において特別な配慮を要する避難者への対応に関する考え方避難所において特別な配慮を要する避難者への対応に関する考え方

対応に関する課題

１ 少人数での避難所職員体制１ 少人数での避難所職員体制

対応の方針

（２）訪問系事業所との連携による介助人員の確保

（１）避難者間での支援

対応に関する課題対応に関する課題

２ 避難所において生活を送ることが困難な人への対応

対応の方針

避難者の状態に応じた適切な支援となるよう、介護サービス事業所
や障がいサービス事業所と連携した支援先の振分

対応の方針

５

や障がいサ ビス事業所と連携した支援先の振分


